別記様式第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　○○○局長　殿
　
北海道に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省政策統括官、宮崎県又は鹿児島県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省九州農政局長、沖縄県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては内閣府沖縄総合事務局長
                                  　         事業実施主体名
                                    　       代 表 者 氏 名　　　　　印
さとうきび農業機械等リース支援事業　　　　
さとうきび増産推進支援事業　　　　　    　の事業実施計画の（変更）承認
かんしょ生産構造緊急強化事業　　          申請について
ジャガイモシロシストセンチュウまん延防
止のための施設等整備支援事業
甘味資源作物等産地確立緊急対策事業実施要綱（平成　年　月　日付け　政統第　号農林水産事務次官依命通知）第３の１の規定により別添のとおり承認申請する。
（注）さとうきび農業機械等リース支援事業は別添１、さとうきび増産推進支援事業（別記２第１の１～８に掲げる取組）は別添２－１、さとうきび増産推進支援事業（別記２第１の９に掲げる取組）は別添２－２、かんしょ生産構造緊急強化事業は別添３、ジャガイモシロシストセンチュウまん延防止のための施設等整備支援事業のうち整備事業は別添４－１、ジャガイモシロシストセンチュウまん延防止のための施設等整備支援事業のうちリース事業は別添４－２をそれぞれ添付すること。
別記様式第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　事業実施主体名
      代 表 者 氏 名　　殿　
                                  　        ○○○局長　　　　　印
さとうきび農業機械等リース支援事業
さとうきび増産推進支援事業
かんしょ生産構造緊急強化事業　　          の事業実施計画の承認について
ジャガイモシロシストセンチュウまん延防
止のための施設等整備支援事業
平成○年○月○日付け○○号で申請のあった件について審査の結果、承認された※１のでここに通知する。
なお、後日、貴○○に対し割当内示をするので、これに基づき進められたい。※２
※１：承認されなかった者に対しては、承認されなかったと記入。
※２：承認された者に対し記入。
別記様式第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　○○○局長　殿
北海道に主たる事務所が所在する事業実施者にあっては農林水産省政策統括官、沖縄県に主たる事務所が所在する事業実施者にあっては内閣府沖縄総合事務局長
                                           事業実施主体名
                                           代 表 者 氏 名　　　　　印
　　　　　甘味資源作物等産地確立緊急対策事業の交付決定前着手届について
　甘味資源作物等産地確立緊急対策事業実施計画に基づく別添事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手することとしたいのでお届けします。
                                       記
１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。
２　交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
３　当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わないこと。
 別　添
	事業内容

	事業量


	事業費

	着手予定
年月日
	完了予定
年月日
	理由

	 

	
	
	
	
	
	
	


別記様式第４号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　○○○局長　殿
　
北海道に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省政策統括官、宮崎県又は鹿児島県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省九州農政局長、沖縄県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては内閣府沖縄総合事務局長
                                  　         事業実施主体名
                                    　       代 表 者 氏 名　　　　　印
さとうきび農業機械等リース支援事業
さとうきび増産推進支援事業                の事業実施状況報告
かんしょ生産構造緊急強化事業　　          （平成○年度）
ジャガイモシロシストセンチュウまん延防
止のための施設等整備支援事業
甘味資源作物等産地確立緊急対策事業実施要綱（平成　年　月　日付け　政統第　　号農林水産事務次官依命通知）第５の１の規定により別添のとおり報告する。
（注）さとうきび農業機械等リース支援事業は別添１、さとうきび増産推進支援事業（別記２第１の１～８に掲げる取組）は別添２－１、さとうきび増産推進支援事業（別記２第１の９に掲げる取組）は別添２－２、かんしょ生産構造緊急強化事業は別添３、ジャガイモシロシストセンチュウまん延防止のための施設等整備支援事業のうち整備事業は別添４－１、ジャガイモシロシストセンチュウまん延防止のための施設等整備支援事業のうちリース事業は別添４－２をそれぞれ添付すること。
別記様式第５号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　○○○局長　殿
　
北海道に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省政策統括官、宮崎県又は鹿児島県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省九州農政局長、沖縄県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては内閣府沖縄総合事務局長
                                  　         事業実施主体名
                                    　       代 表 者 氏 名　　　　　印
さとうきび農業機械等リース支援事業
さとうきび増産推進支援事業
かんしょ生産構造緊急強化事業　　          の評価報告
ジャガイモシロシストセンチュウまん延防
止のための施設等整備支援事業
　甘味資源作物等産地確立緊急対策事業実施要綱（平成　年　月　日付け　政統第　　号農林水産事務次官依命通知）第６の１の規定により別添のとおり報告する。
　※１　関係書類として、別添の事業評価シートを添付すること。
　　２　必要に応じて事業実施状況報告書を添付すること。
別記様式第６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番      号
                                                                 年　月　日
　　　○○○局長　殿
　
北海道に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省政策統括官、宮崎県又は鹿児島県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては農林水産省九州農政局長、沖縄県に主たる事務所が所在する事業実施主体にあっては内閣府沖縄総合事務局長
                                  　         事業実施主体名
                                    　       代 表 者 氏 名　　　　　印
さとうきび農業機械等リース支援事業
さとうきび増産推進支援事業
かんしょ生産構造緊急強化事業　　         における改善計画について
ジャガイモシロシストセンチュウまん延防
止のための施設等整備支援事業
　○○事業において、当初事業実施計画の目標の達成が図られるよう、下記の改善計画を実施することとするので、報告します。
記
１　事業の導入及び取組の経過
２　当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点
３　事業の実績及び改善計画
    （改善計画は、１か年の計画とし、要領に定める事業実施状況報告書の写しを添付すること。）
	区分

	指標

	事業実施後の状況（実績）
	改善計画

	
	
	基準年
（計画策定時）
(　年)
	目標年
(　年)
	目標値

	達成率

	(　年)
	達成率


	成果目標

	○○○の増加
	
	
	
	
	
	


注）改善計画に２年以上取り組む場合は、欄を適宜追加すること。
４　改善方策
    （問題点の解決のために必要な方策を、事業内容の見直しを含め具体的に記述すること。）
５　改善計画を実施するための推進体制
